
15 令和２年３月

お
知
ら
せ

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で

税
金
が
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
！

軽
自
動
車
の
廃
車・名
義
変
更
手
続
き
に
つ
い
て

税
務
課
か
ら

　

令
和
元
年
10
月
よ
り
、
軽
自
動
車
の
取

得
時
に
係
る
税
が
自
動
車
取
得
税
か
ら
軽

自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）
と
な
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
軽
自
動
車
税
は

令
和
２
年
度
課
税
分
よ
り
軽
自
動
車
税
（
種

別
割
）
と
な
り
ま
し
た
。

　

種
別
割
は
、
４
月
１
日
現
在
、
町
内
に

軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
個
人
及

び
法
人
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
４
月
２
日
以

降
に
廃
車
・
名
義
変
更
手
続
き
を
さ
れ
た

場
合
は
、
旧
所
有
者
の
方
（
４
月
１
日
現

在
の
名
義
人
）
に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
ご

承
知
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
３
月
末
は
軽
自
動
車
協
会
、
役

場
税
務
課
及
び
各
支
所
総
合
窓
口
室
が
大

変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
の
廃
車
・
名

義
変
更
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
届
出
先

　

車
種
に
よ
っ
て
届
出
先
が
異
な
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

①
軽
四
輪
自
動
車

　

鳥
取
県
軽
自
動
車
協
会

☎
０
８
５
７
‐
28
‐
７
０
２
１

②
二
輪
自
動
車
（
排
気
量
が
１
２
５
㏄
を

超
え
る
オ
ー
ト
バ
イ
）

	
鳥
取
県
自
動
車
整
備
振
興
会
建
物
内
11

番
窓
口

③
原
動
機
付
自
転
車（
排
気
量
が
１
２
５
㏄

以
下
の
オ
ー
ト
バ
イ
）、
小
型
特
殊
自
動

車
（
ト
ラ
ク
タ
ー
な
ど
）

	

税
務
課
ま
た
は
各
支
所
総
合
窓
口
室

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
８

　

町
の
税
金
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
役
場
や
金
融
機
関
等
で
の
窓
口
払
、

口
座
振
替
、
コ
ン
ビ
ニ
で
の
窓
口
払
や
ク

レ
ジ
ッ
ト
決
済
を
利
用
い
た
だ
い
て
お
り

ま
し
た
が
、
令
和
２
年
４
月
か
ら
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ
決
済
で
の
利
用
も
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
よ
り
、
納
付
書
を
役
場
や
金
融

機
関
等
、
コ
ン
ビ
ニ
の
窓
口
に
持
っ
て
行

か
な
く
て
も
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
手
数

料
無
料
で
税
金
が
納
付
で
き
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
納
付
が
で
き
る
ア
プ

リ
決
済
】

①PayPay

（
ペ
イ
ペ
イ
）

②LIN
E	Pay

（
ラ
イ
ン
ペ
イ
）

③
支
払
秘
書

【
登
録
及
び
利
用
方
法
】

　

①
～
③
の
ア
プ
リ
へ
の
登
録
及
び
利
用

方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ン
ク

先
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

【
利
用
で
き
る
税
目
】

①
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

②
固
定
資
産
税

③
町
県
民
税

④
国
民
健
康
保
険
税

【
利
用
の
際
の
注
意
事
項
】

　

次
の
よ
う
な
納
付
書
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
で
の
納
付
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

①
バ
ー
コ
ー
ド
の
印
字
が
な
い
も
の

②
１
件
の
納
付
金
額
が
30
万
円
を
超
え
る

も
の

③
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
も
の

④
納
付
書
が
手
書
き
で
書
か
れ
て
い
る
も
の

⑤
金
額
が
訂
正
し
て
あ
る
も
の

⑥
汚
損
な
ど
で
バ
ー
コ
ー
ド
が
読
み
取
れ

な
い
も
の

【
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
納
税
証
明
に
つ

い
て
】

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
の
ア
プ
リ
決
済
を

利
用
さ
れ
た
場
合
、
領
収
書
は
発
行
さ
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
納
付
書
に
添
付
さ
れ

て
い
る
継
続
検
査
（
車
検
）
用
の
納
税
証

明
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。
納
税
証
明
書
が

必
要
な
場
合
は
、
本
庁
税
務
課
ま
た
は
各

支
所
の
窓
口
に
お
越
し
い
た
だ
く
か
、
郵

送
で
の
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
ご
質
問
、
ご
不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た

ら
税
務
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
８


